
川
川
除
謹
百
除
戸
疏
失
、
溺
死
入
十
係
λ
に
及
び
、

川
除
貌
許
時
悶
忠
兵
衛
も
之
に
死
ん
だ
こ
と
が
あ

る
o
m
m
L
文
献
に
見
え
る
陪
川
の
洪
水
中
最
大
の
筈

を
奥
へ
た
も
の
で
あ
ら
う
。

サ
イ
ガ
ハ

西
川

4
サ
イ
ガ
ハ
限
川
。

サ
イ
ガ
ハ
ア
ラ
マ
チ

犀
川
荒
町

金
採
の
初
日
町

名
。
荒
町
と
い
ふ
も
の
は
木
，
新
保
に
も
あ
る
か
ら
、

そ
れ
と
庖
別
し
て
阿
川
t
尻
町
と
呼
ぴ
、
或
は
開
花
川
t
尻

町
と
も
い
う
た
。
皆
は
此
の
地
汽
月
用
水
の
河
川
伊
な

る
空
地
で
あ
っ
た
の
を
、
後
新
た
に
町
地
と
し
た
か

ら
、
新
町
の
意
で
名
付
け
た
の
で
あ
る
。
明
治
四
年

四
且
戸
籍
編
成
の
時
、
荒
川
の
名
を
縦
し
、
町
約
な

る
鱗
町
へ
合
併
し
た
。

サ
イ
ガ
ハ
イ
チ
ノ
ハ
シ

犀
川
一

ノ
橋
」
サ
イ

ガ
ハ
オ
ホ
ハ

y
m川
大
情
。

サ
イ
ガ
ハ
オ
ホ
ハ
シ

犀
川
大
橋

金剛仰
を
泌
ず

る
北
陸
誼
の
橋
で
あ
る
か
ら
、
俗
に
大
怖
と
呼
び
、

昔
は
一
，
織
と
も
稽
し
た
。
一
，
婦
と
は
城
下
第
一
の

舗
の
畿
で
あ
ら
う
。
或
は
い
さ
ご
の
舵
と
も
椛
し
た

と
い
ふ
が
、
そ
れ
は
文
献
に
微
胞
が
な
い

o
m川
に

は
こ
の
外
に
舵
撲
を
設
け
で
な
か
っ
た
。

サ
イ
ガ
ハ
カ
ケ
ヅ
ヲ
リ
マ
チ

犀
川
組
問
作
町

金

町
仰
の
笛
町
名

3
5肺
九
年
の
地
子
附
肝
煎
紋
併
附
に
、

百
姓
町
の
次
に
開
川
懸
作
町
が
あ
る
が
、
今
は
絶
え

て
無
い
。
此
の
町
は
、
日
向
町
と
解
し
た
地
の
玄
春

川
の
川
縁
で
‘
そ
こ
に
鍋
作
り
し
た
家
の
あ
っ
た
鋸

の
治
名
で
あ
ら
う
。
明
治
四
年
四
月
戸
館
編
成
の
時

百
姓
町
に
合
併
し
た
。

サ
イ
ガ
ハ
カ
ハ
ヨ
ケ
マ
チ

犀
川
川
除
町

金
却

の
都
町
名
。
改
作
所
笛
起
に
載
せ
た
究
ーズ
十
年
九
且

里
子
諮
人
諮
文
の
奥
部
に
‘『
併
問
畑
町
後
川
除
之
上
太

郎
右
衛
門
云
々
』
と
あ
る
か
ら
、
そ
の
頃
は
未
だ
町

名
が
な
か
っ
た
と
見
え
る
が
、
元
政
九
年
地
子
町
肝

川
を
併
せ
て
陪
川
の
本
流
と
な
る
。
上
杷
の
二
叉
川

を
一
に
西
谷
川
、
合
谷
川
を
一
に
東
谷
川
と
い
ふ
こ

と
も
あ
る
。
二
叉
か
ら
七
粁
を
下
っ
て
左
岸
か
ら
金

谷
の
水
を
容
れ
、
叉
一

一
一
粁
に
し
て
宋
に
主
白
、
三

輪
山
か
ら
渡
す
る
内
川
を
合
は
せ
、
金
揮
を
民
き
、

石
川
郡
古
保
に
於
い
て
伏
見
川
を
併
せ
、
品
岬
合
で
安

原
川
を
受
け
、
夏
に
西
北
流
し
て
金
石
港
で
訟
に
朝

す
る
。
琉
践
四
七
粁
。
こ
の
照
川
は
三
宮
古
担
に
佐

弁
河
と
記
さ
れ
る
。
下
流
に
式
内
佐
奇
利
祉
が
あ
る

か
ら
、
祉
刷
出
と
河
名
と
相
交
渉
す
る
も
の
が
あ
る
や

う
で
あ
る
。
金
城
=
一
河
考
に
、
開
川
の
古
名
を
中
村

河
と
い
ふ
と
担
し
た
の
は
、
残
間
風
土
記
が
儒
相
官
な

る
を
知
ら
ず
し
て
引
用
し
た
税
制
棺
で
あ
る
。
叉
同
告

に
、
相
川
間
公
(
前
田
利
長
)
の
手
容
に
西
川
に
作
っ
た

も
の
が
あ
る
と
い
ふ
の
は
、
文
厳
三
年
九
且
七
日
前

回
利
家
が
賂
山
町
年
寄
中
に
射
し
て
‘

『
四
川
・
浅
野

川
橋
手
僻
之
取
、
能
州

へ
も
叉
加
州
山
お
〈
へ
越
候

て
、
材
木
を
出
候
附
舶
は
ゆ
る
し
候
。
』
と
い
う
た
鶴
一
関

を
さ
す
も
の
な
る
べ
く
、
こ
の
西
川
は
芭
し
〈
陣
川

に
桐
越
な
い
が
、
間
的
に
白
山
富
舷
m即
時
帥
中
促
録
延

郎
元
年
の
伎
を
引
い
て
、
こ
れ
に
も
亦
陣
川
を
西
川

と
程
し
て
ゐ
る
と
い
ふ
は
艇
で
、
そ
れ
は
手
取
川
の

白
山
本
宮
西
方
を
統
れ
る
部
分
を
指
し
て
ニ
シ
川
と

ゆ
イ

い
う
た
の
で
あ
る
。
開
川
を
西
川
に
作
る
も
の
は
、

前
記
の
外
、
本
願
寺
宣
如
の
年
不
詳
七
且
五
日
附
文

也
に
、
加
州
石
河
郡
西
川
谷
之
内
タ
ツ
ミ
‘村

・
平
清

水
村
(
平
槻
歎
〉

・
水
淵
村
前
衆
中
と
し
、
治
如
の
九

且
十
四
日
附
文
書
に
、
加
州
石
川
郡
西
川
谷
三
村
二

十
五
日
灘
中
と
す
る
も
の
な
ど
が
あ
っ
て
、
宮
時
沼

周
し
た
の
で
あ
ら
う
。
滞
治
時
代
の
誠
容

・
俗
文
に

於
い
て
は
、
事
・2
イ
川
の
字
が
用
ひ
ら
れ
て
ゐ
る。

陪
川
の
洪
水
に
就
い
て
は
‘
寛
永
λ
年
六
且
新
竪
町

上
よ
り
流
れ
込
み
.
国車町

・
河
原
町
に
浸
水

L
、
搾

サ
イ

煎
貌
的
附
に
は
凶
川
川
除
町
の
名
が
見
え
て
ゐ
る
。

川
除
挺
防
の
上
に
家
屋
を
建
築
し
た
か
ら
の
各
務

で
、
初
め
は
上
前
か
ら
下
読
ま
で
九
ベ
て
川
除
町
と

唱
へ
た
が
、
寛
政
七
年
二
且
大
橋
か
ら
期
日
久
寺
遜
ま

で
を
際
川
下
川
除
町
と
唱
へ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ

の
頃
か
ら
開
川
上
川
除
町
・

陪
川
申
川
除
町
と
唱
へ

分
け
ら
れ
た
と
見
え
る
。
明
治
以
後
開
川
の
文
字
を

冠
せ
ず
し
て
上
川
除
町
・
申
川
除
町
・
下
川
除
町
・
時制

川
除
問
の
閉
川
と
し
た
。

サ
イ
ガ
ハ
カ
ハ
ラ

犀
川
河
原

金
源
開
川
馬
場

の
尻
地
で
、
河
岸
の
辺
り
を
惣
名
し
て
河
原
と
呼
ん

だ
。
金
抑
制
叫
民
間
帥
記
に
、『
凶
締
と
い
ふ
は
、
開
川
筋

洲
限
と
い
ふ
所
、
叉
さ
L
か
町
云
々
』
と
あ
り
、
唱

歌
に
も
、
『
ば
ん
場
活
れ
ば
二
階
か
ら
ま
ね
く
』
と
う

た
は
れ
た
の
は
こ
与
で
、
翻
馬
場
の
土
皆
の
傍
な
る

小
家
屋
に
凶
笑
紛
が
ゐ
た
の
で
あ
る
。

サ
イ
ガ
ハ
キ
マ
チ

摩
川
木
町

金
保
の
街
町
名
。

今
の
木
品
川
町
で
あ
る
。
此
の
外
金
期
で
木
問
と
襟
し

た
も
の
に
卯
民
四
一
J
木
町
・安
江
木
町
が
あ
っ
た
が
、

皆
材
木
問
屋
の
あ
っ
た
町
で
あ
ら
う
。

サ
イ
ガ
ハ
コ
ト
リ
ヤ
マ
チ

犀
川
小
鳥
屋
町

金

部
の
町
田
町
名
。
元
総
三
年
火
災
記
に
、
ヰ
右
衛
門
橋

町
・
鱗
川
・
水

mm-小
鳥
屋
町
と
い
ひ
、
同
九
年
の

地
子
問
肝
煎
貌
許
附
に
は
開
川
小
鳥
屋
町
と
あ
る
。

浅
野
川
に
も
小
一
品
川
屋
川
が
あ
る
か
ら
、
そ
れ
と
厩
別

し
た
の
で
あ
る
。
拍
車
か
ら
新
竪
聞
に
出
る
閣
で
‘

後
に
は
小
鳥
屋
小
路
と
い
う
た
が
、
明
治
四
年
四
且

拍
車
の
一
部
と
し
た
。

ザ
イ
ガ
ハ
コ
パ
シ

犀
川
小
橋

阿
川
は
初
め
二

瀬
に
分
か
れ
て
金
部
の
城
下
宇

-m流
し
て
ゐ
た
が
、

そ
の
一
は
今
の
呑
林
坊
総
の
所
を
流
れ
、
そ
こ
に
架

け
ら
れ
た
栂
を
阿
川
小
橋
と
い
う
た
。
元
利
九
年
前

田
利
光
(
利
。
的
)
の
印
訟
に
、
今
の
木
A
H
町
を
才
川
小

橋
々
下
木
町
一
と
記
し
た
如
き
は
是
で
あ
る
。

サ
イ
ガ
ハ
コ
バ
シ

犀
川
小
橋

W
品
交
八
年
前
凶

綱
紀
は
金
揮
を
覧
疏
す
る
開
川
に
、
援
畑
の
所

へ
越

す
橋
梁
を
裂
け
よ
う
と
し
た
が
、
六
且
十
二
日
洪
水

の
錦
繍
闘
を
抑
流
さ
れ
た
に
よ
っ
て
工
事
を
止
め

た
o
後
こ
与
に
怨
飴
が
あ
っ
て
往
来
に
便
じ
た
の

を
、
自
問
滞
の
後
更
に
一
文
織
を
架
し
、
明
治
品
目
三
年

初
め
て
新
橋
梁
を
設
け
、
之
を

開
川
小

橋
と
稽
し

た
。
今
の
偲
慌
で
あ
る
。

サ
イ
ガ
ハ
コ
パ
シ
テ
ン
ジ
ン

摩
川
小
橋
天
紳

J
コ
パ
シ
テ
Y
ジ
Y

小
橋
夫
前
。

ザ
イ
ガ
ハ
シ
ョ
ウ

摩
川
庄

石
川
郡
に
鴎
す
る。

務
政
時
代
で
は
、
上
医
巳
・下
辰
巳
・
水
淵
・相
合
谷

仲
勺
原
・
下
創
ヶ
原
・城
力
・
熊
走
・
寺
諒
・
朔
杉
・
駒
侃
・

瀬
領
・菅
地
・
米
・晃
定
・
日
尾
・二
俣
・品
目
谷
の
十
入今

村
を
含
ん
で
ゐ
た
。

サ
イ
ガ
ハ
ジ
ン
ジ
ヤ

犀
川
神
社

金
搾
新
川
除

町
に
鎮
座
す
る
。
昔
は
俗
に
冊
以
久
寺
の
春
日
と
呼

び
、
石
川
郡
中
村
の
春
日
枇
の
別
駐
で
、
本
山
仮
の

山
伏
間
以
久
寺
が
之
に
奉
仕
し
て
ゐ
た
。
曲
目
前
命
日
航
和
田

記
に
、
中
村
は
も
と
大
村
で
、
今
の
法
倫
寺
町
・
仰

馬
町
か
ら
前
田
町

・
物
吉
問
中
央
ま
で
そ
の
阻
域
で

あ
り
、
村
宮
間
も
隙
川
右
岸
に
在
っ
た
が
‘
市
内
協
州
出

の
鑓
左
岸
に
砂
し
、
春
日
枇
も
之
と
共
に
制
じ
た
。

図
っ
て
右
岸
の
益
子
等
、
一
苅
宿
町
に
そ
の
別
制
を
設

け
た
が
、
明
利
五
年
五
月
二
十
九
日
の
洪
水
に
制
地

続
失
し
た
か
ら
、
般
に
そ
の
治
祉
に
草
祉
を
廷
で
、

後
今
の
地
に
移
し
た
。
明
治
元
年
跡
的
抽
出
荷
禁
止
の

後
、
震
久
寺
空
信
復
節
し
て
一
岬
験
と
な
り
、
祉
制
酬
を

開
川
春
日
枇
と
務
し
、
七
年
六
月
更
に
際
川
制
批
と

改
め
た
。

ザ
イ
ガ
ハ
ダ
=

犀
川
谷

石

川

郡
際
川
町
金
搾

よ
り
も
上
椛
沿
岸
を
い
ふ
。
年
不
祥
入
且
二
十
日
附
、

三
ニ
七


